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避難退域時検査場所の運営体制

 避難退域時検査場所は、愛媛県、山口県及び原子力事業者が国、関係自治体、関係機関の協力の
もと運営。

 原子力事業者は備蓄資機材を活用し、500人程度の要員を避難退域時検査場所へ動員。
 指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構・国立研究開発法人日本原子力研

究開発機構）は国及び関係自治体からの要請に基づき、要員及び資機材による支援を実施。
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※携行物品検査を含む
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国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構（千葉市）

愛媛県
ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

2011.03 東京電力（株）福島第一発電所の
事故時におけるOFC（大熊町）での活動

指導・助言

相談

避難退域時
検査場所等

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

（いずれの車両も衛星通信回線を装備）

大型救急車
患者搬送

支 援 車
現場指揮、

資機材・人員搬送

検査測定車
ﾐﾆﾗﾎﾞ付き、線量評価測定

 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、緊急時、国及び関係自治体の要請に基づき、ｵ
ﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに専門家、必要に応じ救急搬送車両等を派遣。また、必要に応じ避難退域時検査等にお
ける指導・協力を実施。また、機構からは、被ばく医療に関する相談への指導・助言も実施。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構による協力体制



国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による協力体制

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は緊急時において、原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ
（茨城）が窓口となリ、国及び関係自治体の要請に基づき、避難退域時検査場所における検査指導
や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等の協力を実施するとともに、検査等に関する資機材、車両による支援も実施。

 また、ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰや緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等へ専門家を派遣するとともに航空機ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを支援。

※2011．3東京電力㈱福島第一原子

力発電所の事故時における国立研究
開発法人日本原子力研究開発機構
の活動

資機材運搬車（2台）

移動式体表面測定車（2台）

移動式全身測定車（2台）

作業員の内部被ばく測定 緊急被ばく医療のための受入体制構築

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（福井支所）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（茨城）

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

放射線防護資機材（80台）
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避難退域時検査場所における活動基本ﾌﾛｰ
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 避難退域時検査は、自治体職員、原子力事業者、診療放射線技師等により実施。

 検査要員は、検査及び簡易除染が実践できるよう、放射線の基礎等の講義及び機器の取り扱い実
習を含む研修を受講。

※避難時の除染や緊急事態応急対策活動等により発生した汚染水・ 汚染付着物等に
ついては原子力事業者が処理
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※車両の一時保管が必要となった場合は、原子力事業者の協力の下、保管場所を確保

一時保管等

乗員

車両

・住民については、
汚染拡大防止処
置を行った上で除
染が可能な機関
で除染を実施。場
合によっては、内
部被ばくの検査が
できる機関へ搬送。

・携行物品につい
ては汚染拡大防
止措置等を実施。

避難所等へ

避難所等へ
携行物品検査

住民

物品

車

両

検

査

簡

易

除

染

住

民

検

査

簡

易

除

染

訓練風景

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

40,000cpm以下

40,000cpm超過

OIL4
以下

OIL4
超過

OIL4
以下

OIL4
超過40,000cpm

超過

40,000cpm
以下


